
鹿児島市乳児等通園支援事業補助金交付要綱 

                                     

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿児島市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和

７年条例第７１号。以下「条例」という。）第２１条に規定する、乳児等通園支援事業に対

し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、鹿児島市補助金等交付規則（平成９年

規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 実施事業者 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の 

３第２３項に規定する乳児等通園支援事業（以下「本事業」という。）の実施について、 

同法第３４条の１５第２項の規定に基づき、本市の認可を受けた保育所、認定こども園、 

小規模保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施 

設、児童発達支援センター等の設置者又は本事業の実施者 

(2) 障害児 次のアからウまでのいずれかに該当するこども 

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく特別

児童扶養手当の支給を受けているこども（所得により手当の支給を停止されている場合

を含む。） 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく身体障害者手帳又は療育手

帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に基づく

療育手帳の交付を受けているこども 

ウ 鹿児島県中央児童相談所、鹿児島県こども総合療育センターその他の公的医療機関等

の判定等又は医師による診断書、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者

による意見に基づきア又はイと同程度の障害があると市が認めるこども 

(3) 医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器に

よる呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。）を受けることが不可欠であるこども 

(4) 要支援家庭のこども こども家庭センターによるサポートプランが作成され、又は作成

の対象となっている等関係機関が連携して支援を行う必要があると市が認めた家庭のこど

も 

 （補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、本事業の実施事業者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する団体等は、補助金の交付対象としな

い。 



(1) 暴力団及び暴力団員 

(2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配してい 

る法人等 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え 

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提 

供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与して 

いる法人等 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれら 

を利用している法人等 

(7) 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら当該法人等と取引をしてい 

る法人等 

 （対象児童） 

第４条 本事業の対象となるこども（以下「乳児等」という。）は、乳児等の保護者（以下「 

保護者」という。）が市内に居住する、０歳６か月から満３歳未満までのこども（当該保護 

者が、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条に規定する教育・保育給 

付認定を受け、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育 

事業及び事業所内保育事業を利用するこども又は企業主導型保育施設を利用するこどもを除 

く。）とする。 

 （補助金の対象経費） 

第５条 補助金の対象経費は、人件費及び備品購入費、消耗品費等とし、基準額等は別表のと 

おりとする。ただし、対象経費はもっぱら本事業に必要な経費に限る。 

２ 実施事業者は、保護者が利用負担の減免を希望し、当該保護者及び当該保護者と同一の世

帯に属する者（以下「保護者等」という。）又はその世帯が次の各号のいずれかに該当する

と市長が認めるときは、当該保護者に係る本事業の利用負担について、第３項に定める額を

減免するものとする。 

(1) 保護者等が、本事業による支援を受けた日において生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）第６条第１項に規定する被保護者である場合 

(2) 保護者等が、利用する月の属する年度分（利用する月が４月から８月までの場合にあっ

ては前年度分）の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税を課さ

れない者である場合（前号に掲げる場合を除く。） 

(3) 保護者等の、利用する月の属する年度分（利用する月が４月から８月までの場合にあっ

ては前年度分）の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げ

る所得割の額を合算した額が７７，１０１円未満である場合（前２号に掲げる場合を除く。



） 

(4) 法第２５条の２に規定する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保

護児童のいる世帯その他市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市が保護者等の心身の

状況、養育環境等を踏まえ、利用負担を軽減することが適当であると認められる場合（前

３号に掲げる場合を除く。） 

３ 前項の減免額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる場合 乳児等１人１時間当たり３００円 

(2) 前項第２号に掲げる場合 乳児等１人１時間当たり２４０円 

(3) 前項第３号に掲げる場合 乳児等１人１時間当たり２１０円 

(4) 前項第４号に掲げる場合 乳児等１人１時間当たり１５０円 

４ 第２項に規定する減免は、当該減免のもととなる事由の発生した日から対象とする。ただ

し、当該事由の発生を知った日の属する年度内に限り遡及する。 

 （補助金の交付） 

第６条 補助金の額は補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と総事業費か 

ら寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、 

１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

２ 乳児等１人当たり月１０時間を超えた利用時間については補助しない。 

 （仕入控除税額報告） 

第７条 本事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方 

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控 

除税額報告書に必要な書類を添付し、市長へ提出しなければならない。なお、実施事業者が 

全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び 

地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行 

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告に基づき報告を行うこと。また、市長に報告 

行った後、当該仕入控除税額を本市に納付すること。 

（補助金の経理） 

第８条 実施事業者は、本要綱に基づく補助金を受領したときは適正に管理し、本事業の実施 

に係る経費以外にこれを流用してはならない。 

 （決定の取消し） 

第９条 市長は、実施事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し

て補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは

指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても 

適用があるものとする。 

（補助金等の返還） 



第１０条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消 

しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命 

ずるものとする。 

２ 市長は、実施事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を 

超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第１１条 実施事業者等は、第１０条第１項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命 

ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該 

補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し 

た額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければなら 

ない。 

２ 補助金等が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、 

返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還 

を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するま 

で順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、実施事業者等の納付

した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を

命ぜられた補助金等に充てられたものとみなす。 

４ 実施事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったとき

は、鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例(昭和４２年条例第４４号)第３条及

び付則第３項の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

５ 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算

金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（補助金に関する調査） 

第１２条 市長は、補助金の執行状況について必要があると認めるときは、実施事業者に対し 

て状況を調査し、又は報告を求めることができる。 

（立入検査等） 

第１３条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、実施 

事業者等に報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件 

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 市長は、前項の規定による検査等の結果、必要があると認めるときは、実施事業者等に対 

し改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（帳簿及び証拠書類の保管） 

第１４条 実施事業者は、規則第１１条に規定する書類、帳簿等を補助金の額の確定の日（事 

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５ 



年間保管しておかなければならない。 

ただし、本事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産がある

場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第１４

条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅

い日まで保管しておかなければならない。 

（重複受領の禁止） 

第１５条 実施事業者等は、補助事業の対象経費と重複して他の財政的援助を受けることはで 

きない。 

（補助金等実績報告書等の省略） 

第１６条 規則第２５条の規定により、補助金等実績報告書（様式第４）及び補助金等確定通

知書（様式第５）を省略する。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

  



別表（第６条関係） 

補助対

象経費 

補助基準額 補助率 

人件費

及び備

品購入

費、消

耗品費

等。 

ただ

し、対

象経費

はもっ

ぱら本

事業に

必要な

経費に

限る。 

１ 補助基準額（乳児等１人１時間当たり） 

０歳児 １，３００円 

１歳児 １，１００円 

２歳児   ９００円 

１時間以上の利用については、３０分単位で実施することも可

能とし、この場合、３０分に係る部分の金額については、１時間

の単価に１／２を乗じて算出する（例：０歳児が２時間３０分利

用した場合は、１，３００円×２．５時間で算出する）こと。な

お、当該単価については、年度当初の年齢に応じた単価とする。  

 

２ 加算分 

障害児、医療的ケア児又は要支援家庭のこども（以下「障害児

等」という。）を受け入れる施設において、該当する乳児等の利

用時間に応じて、加算を適用する。また、３０分単位で実施する

場合、１で示した単価の計算と同様の計算により算出すること。

なお、障害児等に対する加算については、複数の加算に該当する

場合、いずれか一つのみ適用する。 

（ア）障害児：乳児等１人１時間当たり４００円 

（イ）医療的ケア児：乳児等１人１時間当たり２，４００円 

（ウ）要支援家庭のこども：乳児等１人１時間当たり４００円 
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